
★ 

ひ
ろ
し
ま
産
学
共
同
研
究
拠
点
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
三
十
九
号
）
（
イ
ノ
ベ

ー
シ
ョ
ン
推
進
チ
ー
ム
） 

一 
改
正
の
要
旨 

 

ひ
ろ
し
ま
産
学
共
同
研
究
拠
点
の
施
設
の
利
用
者
に
損
害
が
発
生
し
た
際
の
取
扱
い
を
明
確
に
す
る

な
ど
の
た
め
、
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

二 

施
行
期
日 

 
 
 

令
和
六
年
九
月
二
十
四
日 




